
はい、申告済です！ いえ、まだです…

事務室からご案内する各種給付の申請手続きでは、
マイナンバーによる市町村からの税情報の取得 ・
課税証明書にて税情報を確認することがあります。

令和８年(202６年)度に必要な税の情報（予定）
 

■ 令和７年（202５年）度の課税情報（※1）

※1 令和６年（202４年）１月から12月までの収入により決定された住民税の情報

■ 令和８年（202６年）度の課税情報（※2）

※2 令和７年（202５年）１月から12月までの収入により決定された住民税の情報

毎年必ずお住まいの市町村に住民税の申告をしてください。

各種給付申請時期にお手続き
ください!
なお、令和8年度の手続きについては
詳細が届き次第、順次お知らせします。

急いで住民税の
申告をしてください

無収入の方でも収入が０円であることをお住まいの市町村に
申告していないと、税の情報が確認できず不備となり、申請の
手続きに時間を要することとなります。

税の情報がマイナンバーで取得できない場合は、後日その旨を
文書でお知らせし、課税証明書その他証明書類のご提出を
求めることがあります。

お住まいの市町村への
税の申告は済んでいますか？

必ずご確認ください！

令和8年度の各種手続きは、詳細が届き次第
順次ご案内いたします。
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